
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令和２年度 プロボノ普及啓発セミナー 

 

≪一般社団法人日本カーシェアリング協会（石巻市）≫ 
 

【どんな団体？】 
・東日本大震災を機に移動に困る方々の手助けをした
いという思いから平成２３年に設立。  
・車の寄附を集め、車を必要とする人や地域に貸出をす
る活動や車をシェアして支え合う仕組みをつくるなど
の活動を行っている。 
 

【募集しているプロボノは？】 
・広報 ・写真 ・デザイン ・翻訳 ・法務 ・労務 ・税務 
・経営マーケティング ・ファシリテーション 
・エンターテイメント（音楽・落語等）など団体の活動か
ら組織運営に関することまで 

日時 令和３年３月２４日（水） 14：30～15：30 

◆ 開催方法  オンラインツール（Zoom） 

◆ 参 加 費  無料 

◆ 対 象 者  ＮＰＯ、企業、行政等 

・プロボノとの協働を考えているＮＰＯ 

・プロボノなどのボランティア活動に興味がある方 

・社会貢献活動や人材育成に関わっている方 など 

◆ 定  員    ６０名（先着順） 

 

 宮城県主催 

参加費無料 

スキルを活かしたボランティア 

「プロボノ」のはじめ方 
～日本カーシェアリング協会の取組～ 

 

プログラム  
 

◇ 本県のプロボノ事業について 

◇ プロボノ事例紹介 

   日本カーシェアリング協会での取組事例 

◇ 質疑（チャット機能にて受け付けします） 

   

多様化・複雑化する課題に対応するため、自主的に課題解決に取り組むＮＰＯの活躍が期待されています。
一方で人材不足や資金獲得など運営基盤強化が必要となっているＮＰO も少なくありません。 
Ｗｅｂデザインやマーケティング、会計・法務知識など、社会人が職業上のスキルや専門知識を活かしてボラ

ンティア活動を行う「プロボノ」は、ＮＰＯの運営基盤強化だけではなく、企業や行政にとっても人材育成に有効
だといわれています。 
様々な課題に取り組む人々と出会い、新しい自分を発見し社会貢献できる、「プロボノ」について学びます。 

◇ 西村あさひ法律事務所 

   弁護士 佐々木 秀 氏  
  2003 年に弁護士登録・西村あさ

ひ法律事務所に入所後、争訟・危機

対応、金融機関規制等を含む広範な

企業法務及び M&A を中心に従事。

金融機関法務部への出向、海外留

学、海外法律事務所での研修を経験

(2015 年に米国 NY 州弁護士登

録)。複数のプロボノ団体について、

法令調査・契約のチェック等、業務経

験を活かしてサポートを実施。 

Non 
Profit 

organization 

◇ 西村あさひ法律事務所 

   弁護士 角田 龍哉 氏  
  法科大学院生の頃から法教育/プ

ロボノ団体(BLP-Network)の活動

に従事。2014 年に弁護士登録・西

村あさひ法律事務所に入所後は、独

占禁止法をはじめ、個人情報保護、

消費者保護規制、電気通信規制等

の国内外の行政規制対応を中心と

した企業法務に従事。複数のプロボ

ノ団体について、業務経験を活かし

た法令調査等のサポートを実施。 

 ◆ (一社)日本カーシェアリング協会 
ソーシャルカーサポート事業部 

   事業部長 石渡 賢大 氏  
千葉県出身。慶應義塾大学文学部卒。

損害保険会社で 5 年間勤務した後退職

し、協会の活動に参画。協会では主に、寄

付車を活用した生活困窮者や NPO 支

援、震災の伝承や、損害保険代理店業

務、ファンドレイジング業務を担当してい

る。 上記活動とは別に准認定ファンドレイ

ザー、社会貢献教育ファシリテーターとし

て活動中。 

事例紹介者 

ＮＰＯ プロボノ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名・団体名 
 

連絡先 TEL                                  FAX 

e-mail  

参加者 

氏名                                  役職 

氏名                                  役職 

氏名                                  役職 

事例紹介者へご質問などありましたらご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【参加申込の方へ】 

・セミナーの開催の２日前（３月２２日（月））に、お申し込みいただいたＥ－ｍａｉｌアドレスに接続用ＵＲＬをお送り

します。前日正午になってもメールが届かない場合は、ご連絡ください。 

・セミナー参加の際は映像・カメラ機能を Offにしてご参加ください。また、録音・録画はご遠慮ください。 

・当日は開始１０分前から入室の受付を開始します。 

。 

お問い合わせ    宮城県 環境生活部 共同参画社会推進課 ＮＰＯ・協働社会推進班     

お申し込み先    TEL：022-211-2576 FAX：022-211-2392 e-mail：kyoshan@pref.miyagi.lg.jp 

プロボノオンラインセミナー ３月２４日（水）14:30-15:30 

◆ なぜプロボノなの？ 

東日本大震災の被災地においては、震災直後から多くのＮＰＯ等がその機動性や専門性を活かした被災者支援などの

活動を自主的に展開し、復興の進展に重要な役割を果たしてきました。 

震災から１０年となる現在も、ＮＰＯ等による取組は被災者支援において重要な役割を果たしています。また、少子高齢化

の更なる進展に伴う新たな地域課題への対応や新型コロナウイルス感染症による社会の変化への対応においても行政と

多様な主体との連携強化や協働推進が求められており、ＮＰＯ等の役割に大きな期待が寄せられています。 

しかし、県内の多くのＮＰＯ等は人材不足や資金獲得に悩んでおり、ＮＰＯの基盤運営強化が課題となっています。 

その解決策の１つとして、宮城県では企業や団体等に所属しながら職業上のスキルを活用して社会貢献する「プロボノ」

に注目し、プロボノによるＮＰＯ支援を進めています。 

※個人情報は適切に管理し、本事業の推進にのみ利用させていただきますが、主催者が関与する各種連絡・情報提供

に利用させていただく場合があります。 

ファックス または メール でお申し込みください。   

F A X  ： ０２２－２１１－２３９２   

e-mail ： kyoshan@pref.miyagi.lg.jp 

・FAXでお申し込みの方は，この用紙に必要事項を記載し，そのままお送りください。 

・e-mailでお申し込みの方は，下記の内容をメール本文に入力の上，送信してください。 

参
加
申
込
方
法 

申込期限 

令和３年 

 ３月１９日（金） 

 


